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豊中市放置自転車対策一括業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 
 

１ 本業務の目的 

豊中市（以下「本市」という。）では、豊中市自転車等の放置の防止等に関する条

例（昭和 61 年 8 月１日条例第 29 号）に基づき、市内 13 駅周辺を自転車等放置禁止区

域（以下「放置禁止区域」という。）に設定し、通行機能、防災機能、都市の美観等

の確保を通して、市民の良好な生活環境を保全するために放置自転車対策を行ってい

る。 

この要項は、効率的且つ効果的な放置自転車対策、移動保管業務（夕方、夜間撤去

含む）及び丁寧な苦情対応等の提案ができ、計画・実行・評価・改善を通してより高

い次元の取組みが期待できる事業者を、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者

として選定するものである。 

 

２ 提案書を募集する業務概要 

（１） 業務件名 

  豊中市放置自転車対策一括業務委託 

（２） 業務内容 

  別添１「豊中市放置自転車対策一括業務委託 仕様書（案）」のとおりとするが、

提案内容により変更する場合がある。 

（３） 履行期間 

  令和 7 年（2025 年）4 月 1 日から令和 10 年（2028 年）3 月 31 日までの３年間 

（４） 提案上限額（金額は消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

  154,251,000 円 

業務委託料の上限は、１年間 51,417,000 円（金額は消費税及び地方消費税相当額を

含む。）とし、3 年間の金額（本体価格及び消費税額）を提案すること。また、月額

（本体価格及び消費税額）についても明記すること。 

 

３ 参加資格要件 

応募書類の提出日において、下記のすべての要件を満たす者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（２） 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64

条による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第 1 項（会社法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合を含む。）の規定による会社の整理を命ぜられていない者であること。 

（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ていないこと及びその開始が決定されていないこと。 

（４） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと及びその開始が決定されていないこと。 

（５） 暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 

号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及び豊中

市暴力団排除条例（平成 25 年豊中市条例第 25 号）第 2 条第 3 号に規定する暴

力団密接関係者をいう。以下同じ。）に該当しないこと。 
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（６） 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成 24 年 2 月 1 日制定）

に基づく入札参加除外措置（本業務の提案募集を公示した日から応募の日まで）を

受けていないこと 

（７） 労働関係法令に違反し、官公署から摘発または勧告等を受けていないこと。（本業

務の提案募集を公示した日から応募の日まで）を受けていないこと 

（８） 提案業務を行うにつき、当該業務が法令等の規定により官公署の免許、許可又は認

可を受けている必要がある場合には、当該免許、許可、認可を受けている者である

こと。 

（９） 本市又は他の自治体において、放置自転車対策一括業務（放置自転車等の指導・整

理、移動・運搬、保管・返還）の実績があること。 

（１０） 年度内に１２回以上の夜間の撤去・移動、保管・返還業務をおこなえること。 

（１１） 本市が使用している、放置自転車管理システム（セールスフォース社製パーキング

アプリケーションズ）の操作に対応出来ること。 

（１２）  仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できるもの。 

 

４ 日程 

項目 日程 

１.募集要項等の公表 令和６年（2024 年） １２月２３日（月） 

※市ＨＰに掲載 

２.参加表明書及び質問事項の

提出期限 

令和７年（2025 年） １月１５日（水）午後 3 時まで 

３.質問事項への回答 令和７年（2025 年） １月２１日（火） 

４.提出書類（提案書等）の提

出期限 

令和７年（2025 年） １月２７日（月）午後 3 時まで 

５.参加辞退届 令和７年（2025 年） １月２７日（月）午後 3 時まで 

６.第一次審査 令和７年（2025 年） １月２９日（水） 

７.第一次審査結果通知 令和７年（2025 年） １月３１日（金） 

８.第二次審査 

（プレゼンテーション） 

令和７年（2025 年） ２月５日（水） 

※当日の時間、場所等は第一次審査の結果通知時に別途通知

する。 

９.第二次審査結果通知 令和７年（2025 年） ２月１２日（水） 

１０.委託契約の締結 令和７年（2025 年） ２月 中旬～下旬 

※上記に記載する期日等に変更が生じた場合、応募者に対してあらためて通知する。 
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５ 参加表明手続き 

 

６ 質問の受付及び回答 

質問は「質問書（様式８）」を使用し、提案者の会社名、代表者名、所在地を記載し事務局宛 

に電子メールにて提出すること。なお、送信後に電話にて電子メールの受信確認をすること。 

また、電話等の電子メール以外の方法による質問は受け付けない。 

 提出書類 留意事項 様式 

(１) 参加表明書 

 

・正本１部のみ提案者の代表者印を押印すること。 

・副本は複写可。 

様式１ 

(２) 提案書表紙 ・提案者の会社名、代表者名、所在地を記載し、押印する

こと。 

・副本は複写可。 

様式２ 

(３) 業務実績表 ・提案者が過去に受託した同様の業務実績について記載す

ること。 

・受託した自治体名、件名、期間、契約金額、業務内容及

び特記事項等を記載し、契約書の写しを添付すること。 

様式３ 

又は 

任意様式 

(４) 業務実施体制表 

・別紙 1「審査基準」を参考に審査項目ごとに整理し、仕

様書の内容を踏まえたものとする。 

・任意様式の場合は横も可とする。 

・委託者及び第三者への業務提案は行わないこと。 

様式４ 

又は 

任意様式 

(５) 業務実施方針提

案書 

様式５ 

又は 

任意様式 

(６) 業務内容等提案書 様式６ 

又は 

任意様式 

(７) 処分歴等の確認

書 または入札

参加停止等状況

調書 

・公開開始日から過去３年以内の処分歴等について確認す

ること。 

・入札参加停止又は除外措置を受けた場合は、その内容と

機関及び終期がわかる書類の写し、契約解除を受けた場

合は、契約解除通知書の写し、書面による警告を受けた

場合は、その書面の写しを添付すること。 

・正本 1 部のみ提案者の代表印を押印すること。 

副本は複写可。 

様式７ 

(８) 見積書及び内訳

書 

・見積書には必ず見積金額の積算根拠を明示した内訳明細

を記載又は添付すること。 

・見積書の宛先に「豊中市長」を、件名に「豊中市放置

自転車対策一括業務委託」と明記すること。 

・見積額は消費税を含めたものを提示し、本体価格と消費

税額を明記すること。なお、本業務においては、消費税

率は 10％を見込むこと。 

・見積書については、正本 1 部のみ豊中市の契約権限受任

者を押印し、残りの副本６部は複写可とする。 

任意様式 
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（１）提出期限：令和７年（2025 年）１月１５日（水） 

（２）回答方法：提出されたすべての質問及び回答は、令和７年（2025 年）１月２１日 

（火）までに本市のホームページに掲示し、個別には回答しない。 

 

７ 参加の辞退 

参加表明書の提出以降、本プロポーザルの応募を取り下げる場合は「辞退届（様式９）」

を提出すること。 

 

 ８ 提出部数 

正本１部、副本６部 

なお、副本６部については、参加資格者が判明できる記載、表現等（商号、実印等）は黒

塗りにする等により審査における匿名性を担保すること。 

 

 ９ 提出期限及び提出方法 

参加を希望する事業者は上記「５.参加表明手続き（１）」で示す「プロポーザル参加表明

書（様式１）」を本公募の掲示の日から令和７年（2025 年）１月１５日（水）午後 3 時ま

でに、それ以外の提出書類一式を令和７年（2025 年）１月２７日（月）の午後 3 時までに

豊中市都市基盤部交通政策課に持参（平日の 9 時から 17 時まで）または郵送により提出す

ること。なお、持参により提出する以外の場合にあっては、事務局に対し、応募書類の到達

について確認すること。 

提出書類の不足又は提出期限内未到達の場合、応募を無効とする。また、参加表明の提出

期限までに参加表明者が１者となった場合についても選定手続きは継続する。 

 

１０ 提出書類の取扱い 

   提出書類は、いかなる場合でも返却しない。 

 

１１ 参加資格確認結果の通知 

   本プロポーザル参加表明者が４者を超える場合にあっては、提出した各種書類に基づき第

一次審査を行い、第二次審査参加の可否を決定し、令和７年（2025 年）２月１２日（水）

（発送予定）に電子メールにて結果を通知する。なお、本プロポーザル参加表明者は、提出

した各種書類に関して、本市より説明を求められた場合は、それに応じること。 

 

１２ 選定方法  

（１）審査方法 

   本市職員で構成される選定委員会において、第一次審査（書類審査）、第二次審査（プレ

ゼンテーション）を行う。 

第一次審査（書類審査）は、参加申込者が４者を超える場合に実施し、各審査員が提出資

料の内容を踏まえ、審査基準に従い採点し、合計得点により優秀業者を３者に絞り込む。 

第一次審査を通過した提案者に対し、提案書に基づく第二次審査（プレゼンテーション）

を行い、審査基準に基づく総合評価で最高得点を得た提案者を第一優先交渉権者とする。な

お、第一優先交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点の提案者を優先交渉権者とするこ

ともある。 

（２）審査の実施 

   前号に記載のとおり、選定委員会において審査を行う。第二次審査（プレゼンテーショ

ン）は、令和７年（2025 年）２月５日（水）を予定日とし、詳細は第二次審査参加者に別途

通知する。 

①提案内容発表（プレゼンテーション）でプロジェクター、スクリーンやパソコン（パワーポ 

イント等）その他の視聴覚機器等を使用する場合の必要な機器はすべて、提案者で用意する 

ものとし、提案書と同一の資料を以て説明すること。なお準備は発表時間内で行うこと。 

②発表時間は、40 分（プレゼンテーション 20 分以内、質疑応答 20 分程度）程度とする。 

③提案発表内容（プレゼンテーション）は、本業務に携わる担当者（総括責任者を含む）が行 

うものとし、出席者は担当者を含めて３名以内とする。 

なお、出席者は名札等を装着せず匿名性を確保してください。 
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（３）審査項目 

   書類審査及びプレゼンテーションについては、別紙 1「審査基準」の評価項目及び配点に

より審査する。 

（４）審査結果の通知 

   審査結果は、全ての提案者に対して、令和７年（2025 年）２月１２日以降に郵送にて通知

する。なお、仕様並びに価格等協議の上、本市の内部手続きを経て本業務の受託者として決

定されるため、第一優先交渉権者の通知をもって本業務の受託者を約するものではない。 

（５）審査結果の公表 

   審査結果については、ホームページ等により公表する。 

 

１３ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

①本案件期間中に、上記「３．参加資格」で規定する参加資格に抵触するに至った場合 

②提案上限額を超える提案を行った場合 

③見積額が業務内容から見て著しく妥当性を欠く場合 

④提案書類において虚偽の記載がある場合 

⑤提出期限までに提出場所に提案書類の提出がない場合 

⑥プレゼンテーション審査に欠席した場合 

⑦一団体で複数の提案をしたとき 

⑧提案に関して談合等の不正行為があった場合 

⑨正常な提案の執行を妨げる等の行為があった場合 

⑩法令並びに豊中市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行った場合 

⑪審査の公平性を害する行為があった場合 

⑫前各号の定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により、審査委員

会が失格であると認めた場合 

 

１４ 契約の締結 

①第一優先交渉権者の選定後、提案書の内容に基づき、本市と協議のうえ業務内容を確定し、

令和７年（2025 年）２月中旬～下旬の契約締結を目途に契約手続きを行う。なお、第一優先

交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点の提案者と契約することがある。 

 ②契約内容及び仕様については、採択された提案をもとに詳細を協議するものとし、契約内容

と仕様、契約金額については、協議の結果、採択された提案と変更が生じることがある。 

 ③本業務の受託者は、豊中市財務規則（昭和 46 年規則第 13 号）に基づき、契約保証金の納付

または履行保証契約の締結を行うものとする。（受託者が同規則第 110 条の契約保証金の納

付の免除の規定に該当する場合は除く） 

 ④この契約は、地方自治法第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約の締

結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る本市の歳出予算において減額

又は削除があった場合、本市はこの契約を変更又は解除することができるものとします。契

約を解除した場合は、本市、受託者双方共にその相手方に対して損害賠償を求めないものと

します。 

 

１５ 留意事項 

①応募者は、本業務の選定結果後に本募集要項および別添 1「豊中市放置自転車対策一括業務

委託仕様書」の内容等に関して、不明または錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

②本プロポーザルに要する経費（提案書の作成及び提出に関する費用等）は、応募者の負担とする。 

③審査及び評価の内容、応募者名等の内容についての質問は一切受け付けない。 

④応募者の申出による提出された書類の返却、提出期限以降における書類の差し替え及び再提

出には応じない。 

⑤提出書類に記載された受託業務の担当者等は、発注者がやむを得ないものとして認める場合

を除き、変更することはできない。 

⑥質問事項の締切り以降、業務に係る質問は受け付けない。 
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⑦提出書類の著作権は提案者に属するが、審査等において必要な範囲で複製を作成する場合が

ある。また、提出書類は、豊中市情報公開条例（平成 13 年豊中市条例第 28 号）に定めると

ころにより公開される場合がある。 

 

１６ 応募先、質問先及び問い合わせ先（事務局） 

  〒５６１－８５０１ 

豊中市中桜塚３－１－１（豊中市役所 第二庁舎 4 階） 

豊中市都市基盤部交通政策課 

  ＴＥＬ  ０６－６８５８－２８８２ 

  ＦＡＸ  ０６－６８５４－０４９２ 

  Ｅ-mail  koutsuuanzen@city.toyonaka.osaka.jp 

 

 


